
 

 

令和141年度 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

  わが国において少子高齢化が進展し、総人口は令和131年191月111日現在、1億2,555万9千人とな

っており、人口減少過程に入っています。また、65歳以上の高齢者人口では、3,620万1千人と

なっており高齢化が進んでいます。伊達市においては、令和141年121月末現在、総人口58,223人、 

65歳以上の高齢者人口21,605人、高齢化率は37.1％となっています。年金受給年齢までの雇用

確保のため定年延長や継続雇用制度等も導入されておりますが、団塊の世代が既に65歳を超え

ている中、現実には更なる労働力人口が減少することも予想されております。こうした中、地

域の活力ある経済と福祉の向上を維持していくため、シルバー人材センターの果たす役割は、

ますます重要視されていくと思われます。 

  しかしながら、行財政の改革による補助金の削減、労働政策による定年延長など、労働環境

の変化による会員数の減少等シルバー人材センターを取り巻く環境は依然、厳しい状況に変わ

りなく、昨年より猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、シルバー人材セ

ンター事業にも、施設受付管理業務などの減少により、低調な状況が続き、大きな影響が出て

います。 

  こうした現状を克服するためには、更なる自助努力が必要であります。公益社団法人として

地域社会に信頼される 団体、頼られる団体となるため、公益性のある事業展開を念頭に組織体

制の強化、見直しとともに会員の増強、就業機会確保、拡大を積極的に図る必要性があります。 

  伊達市をはじめ関係機関の支援と協力を得ながら、会員、役職員が一体となった連携を強化

し、「自主・自立、共働・共助」の基本理念のもと、会員の主体性や積極性を十分に活かせるセ

ンターとして、安全・適正就業を基本に更なる事業推進に取り組み、今後も引き続き地域に信

頼され必要とされる団体となるよう努めてまいります。 

 

  事 業 目 標 

  ⑴ 会 員 数         780名 

  ⑵ 就 業延人員      84,000人日 

  ⑶ 受 注 件 数       3,600件 

  ⑷ 契 約 金 額     360,000千円 

 

 

Ⅱ シルバー人材センター事業 

 010 会員の確保 

   全国シルバー人材センター事業協会が掲げる第二次会員100万人の目標を達成するため、

ＰＤＣＡサイクルにより定められた目標値を確実に実行します。入会を希望する高年齢者を

対象とした入会説明会を毎月第 2 火曜日を基本に開催し、地区の状況に応じた説明会を別途

実施するなど、センター事業の内容や就業の仕方等について理解をいただき会員の確保を図



 

 

ります。また、女性会員の就業機会が増えることが期待されるため、女性会員の更なる確保

に努めてまいります。 

 

020 就業機会の確保と新規事業開拓の推進 

   会員の希望と能力に応じた就業ができるよう関係機関と連携し、シルバー人材センターの 

  広報事業に努め就業機会の確保を図ります。 

  ⑴会員の希望と能力に応じた臨時的、短期的、かつ軽易な業務の就業先を確保拡大するため、 

企業訪問等を積極的に行います。 

  ⑵自主事業の開拓により多くの会員の就業機会に努めるとともに、会員自らの就業確保の意 

識向上を図ります。 

  ⑶新たな就業開拓として、独自事業の実施に向けた取り組みを進め就業機会の拡大を図りま 

す。 

 

0  30 普及啓発活動事業の推進 

   シルバー人材センターの地域社会づくりに果たす役割を広く浸透させ、市民の理解と支援 

を得るため「シルバー伊達」を発行します。さらに伊達市の広報誌への広告掲載やホームペ

ージを充実させ会員の募集やシルバー人材センター事業の普及啓発に努めます。また、10月

の普及啓発月間に、広報活動と社会奉仕活動を実施し地域への浸透を図ります。 

 

 040 安全就業の徹底 

   「安全は、すべてに優先する」「労働災害ゼロ」を基本に、就業中及び就業途上における 

事故を防止するため、就業現場の巡回パトロールや各種講習会を実施し、役職員・会員が 

一丸となり安全意識の高揚と事故防止に努めます。また、会員の健康を維持するため 

年１回市が実施する健康診断の受診勧奨を推進します。 

 

 050 適正就業の推進 

   臨時的、短期的、かつ軽易な就業の確立とワークシェアリングを更に進め就業の適正化を

図ります。また、新たな受注や契約の更新にあたっては、関係法令を遵守し、適正な就業と

なるよう労働者派遣事業、職業紹介事業などの活用を図ります。 

 

060 事業委員会活動の充実強化 

   会員相互の理解と連携意識を深め、地域班及び職域班の役割を充実させ、作業能率の向上 

  と円滑な就業に取り組みます。また、安全就業対策委員会と連携をし、事故の原因追究と 

  更なる事故防止の研鑽の強化を行い、災害事故ゼロを目指します。 

 

 070 会員組織の活性化と事務局体制の充実の推進 

シルバー人材センターの基本理念〔自主・自立、共働・共助〕に基づき、会員による自主

運営体制を推進するため、地区委員会活動や職域班活動の活性化を推進します。地区委員会



 

 

議、職域班長等会議を開催し、情報交換・班活動の交流、リーダー育成を図ります。また、

事務局体制強化と質的充実の推進に努めます。 

 

 080 研修・講習会の実施 

   会員の資質向上を図るため実務研修や女性会員を中心とした講習会を実施し、就業に必要 

  な知識、技術・技能の向上の講習、事故災害撲滅のための安全講習を実施します。 

また、公益社団法人福島県シルバー人材センター連合会が実施する講習を活用し、働く意欲

のある高年齢者の就業機会の確保に努めます。 

 

 090 子育て支援事業の拡充 

   経験豊富な会員の知恵を活用しながら、季節の行事やお話し会、歌やダンス、玩具作りな

ど料理や野外活動を中心とした、三世代交流の広場の更なる拡充に努めます。 

 

 0100 労働者派遣事業の推進 

   多様化する就業形態に対応するため、公益社団法人福島県シルバー人材センター連合会 

  と連携し、労働者派遣事業を実施し就業機会を提供します。 

 

 

Ⅲ 法人管理事業 

 010 会員の状況 

   令和141年度末の会員見込数    780名 

 

 020 会議の開催 

   当センターの維持運営及び事業運営に関して必要な会議を開催 

  ⑴ 定時総会 

    毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に開催（毎年度6月下旬開催予定） 

  ⑵ 理事会 

    毎年度概ね 10回開催 

  ⑶ その他の会議 

   ① 各委員会（総務、事業、安全・適正就業対策、普及啓発、子育て支援） 

     必要に応じて開催 

   ② その他（運営調整会議、地区委員長会議、理事・監事選考委員会、表彰委員会など） 

必要に応じて開催 

 


